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歳入

その他　53億3655万円（1.9％）

国庫支出金　542億7408万円（19.2％）

特別区交付金
797億145万円（28.2％）
区と東京都で分配している
固定資産税や法人住民税など

特別区税　
656億5734万円（23.2％）
特別区民税、軽自動車税、
特別区たばこ税、入湯税

都支出金
247億2573万円（8.8％）

繰入金
169億7976万円（6.0％）

地方消費税交付金
146億2400万円（5.2％）

特別区債　
102億700万円（3.6％）

使用料及び手数料
47億3155万円（1.7％）

諸収入　43億4027万円（1.5％）

歳出
【目的別】

生活保護や高齢者・障害者施策、健康づくりなどの経費
保健福祉費　894億4823万円（31.7％）

こども家庭費
725億8059万円（25.7％）

保育所や児童館、児童手当などの経費

小中学校や幼稚園、図書館などの経費
教育費　326億4431万円（11.6％）

議会費、産業経済費、諸支出金、予備費
その他　72億7613万円（2.6％）

区民費　187億4519万円（6.6％）
戸籍・住民基本台帳事務や区民事務所などの経費

環境費　
125億5639万円（4.4％）
温暖化対策や清掃リサイクル、緑化推進などの経費

地域文化費　
65億5483万円（2.3％）
地域振興や文化・生涯学習、
スポーツ振興などの経費

公債費　60億5161万円（2.1％）
区が借りたお金の返済に充てる経費

（元本・利子・手数料など）

都市整備費　38億9580万円（1.4％）
まちづくりの経費

土木費　
99億7673万円（3.5％）
公園や道路の建設・管理などの経費

防災や広報、電算システムなどの経費
総務費　228億4792万円（8.1％）

・全体の約７割
・前年度より15億円の増

繰越金　20億円（0.7％）

要　　請　　書 １月19日に提出しました。

令和３年度一般会計予算　2825億7773万円
コロナ禍を区民とともに乗り越え、前に進む予算

主な事 業を紹介します

※ねりま区報 令和３年（2021年）２月11日号より抜粋

●保育サービスの充実 【９億8883万円】
●子育てサポートの充実 【8736万円】
●練馬区ならではの新しい児童相談体制の強化 【5596万円】
●小学生の放課後等居場所の充実 【21億3688万円】
●夢や目標を持ち困難を乗り越える力を備えた子どもたちの育成
 【76億7656万円】

子どもたちの笑顔輝くまち

●高齢者みんな健康プロジェクトの開始 【２億6480万円】
●認知症対策等の充実 【6168万円】
●介護人材の確保・育成・定着支援の充実 【4487万円】
●特別養護老人ホーム等の整備充実 【14億1773万円】

高齢者が住み慣れた地域で暮らせるまち

●世界都市農業サミットの成果を活かした都市農業の振興
 【3343万円】
●みどりの中で優れた文化芸術を花開かせる 【3238万円】
●豊かなみどりの中で誰もがスポーツを楽しめるまち
 【２億8133万円】

いきいきと心豊かに暮らせるまち

●災害リスクに応じた「攻めの防災」の推進 【９億5000万円】
●交通インフラの着実な整備と駅周辺まちづくりの推進
 【14億2208万円】
●大江戸線延伸の事業着手に向けた協議と新駅予定地周辺などの
　まちづくりの推進 【6318万円】
●練馬のみどりを未来へつなぐ 【２億5028万円】
●総合的な環境対策の推進 【４億7000万円】

安全・快適、みどりあふれるまち

●障害者のライフステージに応じたサービスの提供 【２億1381万円】
●セーフティーネットの拡充・生活困窮者への支援強化
 【３億2565万円】
●住み慣れた地域で安心して医療が受けられる体制の整備
 【57億1079万円】
●新型コロナウイルス対策の強化 【１億5595万円】

安心を支える福祉と医療のまち

●窓口から区役所を変える 【７億1709万円】
●協働の取り組みの活性化 【5493万円】

区民とともに区政を進める

一般会計の内訳は下のグラフのとおりです（各合計額は四捨五入のため、総額と一致しないことがあります）。前年度から9329万円（0.03％）の減となりました。
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　我が国は、広島、長崎への原爆投下による被爆を経験した唯一の国で
あることから、多年にわたり、全世界に核兵器の廃絶を求め、また国際
社会も核軍縮や核実験全面禁止への努力を積み重ねてきました。
　練馬区は、昭和58年（1983年）10月３日に、すべての核兵器の廃絶と
世界の恒久平和を願って、「非核都市練馬区宣言」を決議いたしまし
た。これまで、貴国のみならずフランスや中国、更にインド、パキスタ
ン、英国が行った核実験に抗議し、即時中止を求める要請も行ってきま
した。また、北朝鮮が行った核実験についても、厳重に抗議するととも
に、核実験を今後行わないよう強く求める決議をいたしました。

　しかし、これらの抗議や要請にもかかわらず、貴国は、昨年11月に臨
界前核実験を実施したことを公表しました。貴国が、平成９年（1997
年）７月以降、核実験を繰り返し強行していることは、誠に遺憾であり
ます。
　よって、本区は、貴国が今後一切の核実験を中止し、核兵器の廃絶と
世界の恒久平和の実現に先導的役割を果たされるよう強く要請いたしま
す。

令和３年（2021年）１月19日

▷宛先・・アメリカ合衆国大統領

●「核実験」中止を求める要請書


